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研究成果の概要（和文）：公的宿泊施設は行財政改革の一環として近年急速に整理されつつある。

本研究はこの施設の用途や所有･経営･運営に関する実態･経緯を把握し、有効利用手法を明らか

にすることを目的とし、有効利用のポイントや地域貢献を念頭に置いた手法を提案した。 
研究成果の概要（英文）：In recent years, a number of public hotels were closed and sold off on 
account of the governmental administrative and fiscal reform. This study aims to grasp the 
actual condition and processes of change of building use or management system, and to get 
information on reusing public hotels effectively. As a result of study, we clarified key points 
for effective reuse and proposed reuse methods of public hotels to suit local residents’ 
needs. 
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１．研究開始当初の背景 
(1)既存建築ストックの有効利用の研究動向 
 地球環境問題、省資源･省エネ問題、景観
保護等を背景に、建築分野ではスクラップ･
アンド･ビルドからストックの有効活用へと
考え方がシフトし、近年関連研究が急速に増
えてきた。しかし宿泊施設の研究は少ない。
本研究は、平成 17 年度より３年間実施した
基盤研究(Ｃ)「建築の長寿命化と地方都市の
活性化のための閉鎖されたホテルの有効利
用手法」の研究で得た知見を活かし、公的宿
泊施設に対象を拡大したものである。 
(2)公的宿泊施設の現況 
 公的宿泊施設は、年金等の公的資金の非効
率利用問題や郵政民営化の影響を受け、現在
大きな変革の時を迎えており、現在その役割

を終えつつある。しかし、観光促進、雇用確
保、地域のコミュニティ活動や来客宿泊の受
け皿として、立地する地域にとって依然大き
な役割と期待がある。 
 公的宿泊施設には多様な種類（以下、施設
種と称す）があり、民間ホテルに比べ近年の
変化は急激で遊休化も多く、今後更に「処分」
を急ぐ施設も多数ある。また、民間ホテルと
諸事情を異にするケースも多く見られる。 
２．研究の目的 
 全国の公的宿泊施設を研究対象とし、10
年間の変化に係わる詳細な実態を明らかに
し、継続的な地域貢献を念頭に置いたそれら
施設の有効利用手法を明らかにする。なお
「10 年間」は、先述の公的宿泊施設に係わる
行財政改革を挟む期間として設定した。 
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３．研究の方法 
(1)調査対象の抽出と現況の把握 
 研究着手時の約 10 年前に存在（経営）が
確認できた事例を、抽出・確認する。 
(2)質問紙による郵送調査 
 調査事例を、現況に則し「宿泊施設継続」
「用途変更」「遊休化」「更地」「建替え」の
５つに分類する。調査対象者は『変更までの
経緯と現状を最もよく把握する主体』とする。 
(3)代表的事例へのヒアリング調査 
 上記回答事例等の中の代表的又は有益な
事例とする。調査対象者は『変更までの経緯
と現状を最もよく把握している主体』とする。 
(4)立地する自治体等へのヒアリング調査 
 調査事例は(3)の事例の中から選定する。 
(5)有効利用の手法の検討・提案 
 専門家へのヒアリング調査も参考に検討
を行い、有効利用の手法の提案を行う。 
 
４．研究成果 
(1)公的宿泊施設の施設種と調査対象 
 公的宿泊施設を、一般利用者が利用可能な、
純粋な民間では提供し難い安価な値段の宿
泊施設と捉えるならば 32 種類（表１）が存
在し、次の４グループに分けることができる。 
[1]国系団体経営の多様な利用者向け：1～13 
[2] 〃 等の利用者限定又は屋外型:14～18 
[3]国系以外の団体経営又は屋外型：19～24 
[4]公的団体の共済組合経営の施設：25～32 
 本研究が着目した社会背景を鑑みるなら
ば、この中で最も研究の優先度の高いグルー
プは[1]であり、以下これに着目する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2)調査対象の現況 
 書籍や各施設の所轄団体・建設主体・運営
主体への問合せにより次の結果を得た。 
①施設数 
 1996 年に存在が確認できた事例について、
2006 年に引き続き宿泊施設として存在した
事例数は施設種間で差異があり、各所轄団体
等での対応の違いが見られた。ちなみに、社
会保険庁関連の「①厚生年金福祉施設」「③
国民年金福祉施設」「⑤政府管掌健康保険保
養所」は、2005 年に設置された独立行政法人
年金・健康保険福祉施設整理機構（ＲＦＯ）
に所有権が移され、売却が行われた。 
 施設の立地は概ね大都市圏を含まない地
域に多く存在し、リゾート地の観光促進や地
方都市の地域振興を目的に設置されている
事例が多いことが確認できた。 
②建築特性 
 竣工年からは、高度成長期から総合保養地
整備法（1987 年）前後にかけ多く建設されて
おり、現在 20～30 年経過し老朽化・陳腐化
が進んでいる施設が少なくない。施設構成は、
保養や福祉を目的とした多様な機能も有す
る事例が多いが、宿泊室は新築計画段階にお
いて民業圧迫回避のため、小規模なものが多
くなっている。 
③現況（図１） 
 『全体』で「宿泊施設継続（変更なし）」
は 37％であり、主体の変更がかなり進んでい
る。施設種間では多少差異が見られ、ＲＦＯ
の扱う３施設種のほか、労働省系の「⑦労働
福祉事業団休養所」「⑧ハイツ＆いこいの村」
「⑨サンプラザ・サンパレス」、厚生省系の
「②大規模年金保養基地」、農水省系の「⑬
農林年金ホテルチェーン」で整理が進んでい
る。逆に「⑫国民休暇村」は変化が見られな
い。 
 

施設数【※１】 
施設種 

○調査対象、 

×対象外と理由 １９９６ ２００６ 

制度所轄団

体（旧名称） 

1 厚生年金福祉施設 ○ ８５ ８４ 社会保険庁 

2 大規模年金保養基地 ○ １３ ０ 厚生省 

3 国民年金福祉施設 ○ ５５ ４８ 社会保険庁 

4 船員保険保養所 ○ ３４ １４ 社会保険庁 

5 政府管掌健康保険保養所 ○ ３４ ２３ 社会保険庁 

6 国民健康保険健康管理施設 ○ ２ １ 厚生省 

7 労働福祉事業団休養所 ○ ８ ０ 労働省 

8 ハイツ&いこいの村 ○ ６４ ５３ 労働省 

9 サンプラザ・サンパレス ○ ９ ８ 労働省 

10 簡易保険加入者福祉施設 

（かんぽの宿） 

○ 
８５ ７８ 郵政省 

11 メルパルク ○ １５ １５ 郵政省 

12 国民休暇村 ×ほとんど変化がない ３３ ３７ 環境庁 

13 農林年金ホテルチェーン ○ ８ ３ 農水省 

  小計 ４４５ ３６４  

14 ユースホステル（公営、民営） ×建築形態・利用者特殊 － ３４２ 運輸省 

15 中規模観光ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ地区 

（家族旅行村） 
×屋外施設中心 － ４２ 運輸省 

16 青少年の家 ×年齢層限定 － ４０６ 文部省 

17 少年自然の家 ×年齢層限定 － ３２５ 文部省 

18 労働福祉事業団休養場 ×利用者限定､目的特殊 － ４ 労働省 

19 サイクリングターミナル ×市町村経営 ５２ ２８ 総務庁 

20 公営国民宿舎 ×市町村経営 ２５３ １６７ 環境庁 

21 民営国民宿舎 ×民営施設指定 － ９４ 環境庁 

22 全国教職員互助団体宿泊施設 ×共済組合系 － １９９ 都道府県 

23 ユースロッジ（青少年旅行村） ×年齢限定､屋外中心 － ８０ 運輸省 

24 その他公的宿泊施設【※２】 ×国の関与なし １３０２ － 各省庁 

25 公立学校共済組合宿泊施設 ×公的共済組合系 ６７ ５０ 各省庁 

26 私立学校教職員共済組合 〃    〃 ２２ １９   〃 

27 林野庁共済組合 〃    〃 ６ ４   〃 

28 建設省共済組合 〃    〃 １６ ３   〃 

29 警察共済組合 〃    〃 ６４ ２１   〃 

30 国家公務員等共済組合連合会 〃    〃 ６３ ４４   〃 

31 防衛庁共済組合 〃    〃 １８ ４   〃 

32 その他共済組合 〃    〃 ３２ ０   〃 

※１ 1996 年は「最新公共の宿全国版、近畿日本ツーリスト出版部、1996.1」、2006 年は「公共

の宿 1500、実業之日本社、2006.5」及び 14～18 と 21～24 の施設は関連諸団体ＨＰによ

る。なお、2006 年の施設数には 1997 年以降に建設されたものも含む 

※２ 都道府県・市町村やそれら関連諸団体が経営する宿泊施設。上記の掲載の国民宿舎・

サイクリングターミナル等、及びキャンプ場や青少年宿泊施設を除く。  

表１ 公的宿泊施設の施設種と調査対象 
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図１ 施設種別の現在の状況 



 

 

(3)現況に至る所有者等の意思決定と行動 
 上記事例のうち「⑫国民休暇村」を除く事
例に対し、質問紙による郵送調査を行い（郵
送先不明等を除く 324 事例に対し有効回収
137事例＝回収率 42.3％）、次の結果を得た。 
①回答事例の建築特性（図２） 
 竣工年は、1980 年より前の旧耐震基準によ
り設計された事例が半数程度を占めている。
変更・閉鎖年は「2004～」が最も多く、この
頃を中心に大幅に変更・売却が進んでいる。
延床面積では「2500 ㎡～」が最も多く、経営
効率面では必ずしも良好ではない規模の施
設が少なくない。 
②土地所有者等の主体の変化 
 土地所有者は、竣工時は国が最も多かった
が、現在これが減少し民間企業/個人が増加
した。建物所有者は、土地と概ね同様である。
経営者と運営者は、竣工時は国系の特殊/公
的/社団/財団法人が多いが、現在は土地・建
物の購入に併せ、あるいは国や県・市町村所
有の土地・建物に対する指定管理者の形で、
民間企業/個人が経営や運営を行っているケ
ースが多くなっている。 
③立地特性 
 自然環境に恵まれるが、観光客にとって利
便性・効率性の高い魅力的なにぎわいのある
場所にはあまり立地していない。そのため、
経営的にはあまり恵まれない事例が多いと
考えられる。 
③建物取得における判断項目（図３） 
 「周辺環境がよい」「建物の状態が良い」
といった不動産としての価値評価が最も多
く、これに「元所有/経営/運営母体からの売
却の打診」「市町村など行政側からの売却の
打診」の外的要因、「地域の衰退防止」「地域
雇用の減少防止」の地域貢献に関わる意識が
強く働いていることがわかる。 
④継続利用する上での判断項目 
 都合の良かった点は、『宿泊施設継続』で
は「周辺環境がよい」に加え、「建物の状態
が良く改修箇所が少ない」「宴会場・レスト
ランの広さが十分」「コストがあまりかから
ない」等、建物の状態を評価し、あまり手を
入れないことを念頭に、経営面での成立性を
考え、施設の選択がなされている。『用途変
更』では、「周辺の環境が良い」に加え、「建
物の規模が新用途に適する」と「交通の利便
性が良い」が高く、新用途への適合性が大き
な判断要素となっている。 
 都合の悪かった点は、『宿泊施設継続』で
は「建物の状態が悪く改修箇所が多い」「コ
ストがかかりすぎる」が多い。これは、建物
の状態や修繕履歴等の情報が得られない中
で取得の意思決定が行われることが多いた
めであろう。『用途変更』ではこの２項目の
値が少ない。用途変更では市町村等に強く乞
われて応札する場合が多いため、検討時間と

十分な情報が得られたためと推測される。 
⑤大規模な修繕・改修の内容 
 『宿泊施設継続』では、修繕・改修を行っ
た場合でも外装には手をつけず、間取り・設
備・内装に手を入れる程度である。『用途変
更』では、間取りの変更や内装設備の改修は
かなり行われ、修繕・改修費用も多くかかっ
ている。 
 以上のほか、現況に関わる諸判断として次
の点が明らかになった。 
・『宿泊施設継続』では、経営・運営面で「宿

泊以外の機能強化」「周辺地域への貢献」
などの新たな取り組みが行われている。 

・『用途変更』では、用途の違いから無駄な
空間が生まれやすく、この克服が検討・考
慮のポイントとして認識されている。 

・『遊休化』では、今後「売却を考えている」
が多く有効利用への意向は見られない。 

・『更地』では、旧建物の利用の検討はほと
んど行われておらず、今後の予定も「しば
らく現状のまま」が多い。 

図３ 建物取得における判断項目 
＜N=70: 宿泊継続注６）+ 用途変更+ 遊休化：複数回答＞ 
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23.地域雇用の減少防止

24.その他

　　 】積面床延【　　　】年鎖閉・更変【　　】年工竣【
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0.0%

1.5%

0% 25% 50%

1960 ～

1970 ～

1980 ～

1990 ～

2000 ～

不明

4.4%

10.2%

21.9%

18.2%

15.3%

8.0%

21.9%

0% 25% 50%

2000 ～

2002 ～

2004 ～

2006 ～

2008 ～

不明

変更・

閉鎖なし

16 .1%

32 .1%

27 .7%

14 .6%
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図２ 調査事例の建築特性＜N=137＞ 



 

 

(4)ヒアリング調査の結果 
 27 事例について、現地視察とヒアリング調
査を行った。その中の 25事例の概要を示し、
特に土地所有・建物所有・経営・運営の変化
に着目し具体例や全体的傾向を述べる。 
①宿泊施設継続（表２・３） 
 土地・建物所有＝市町村／経営や運営＝民
間、土地・建物所有・経営・運営＝民間等の
２ケースがあり、各１～２例を以下に示す。 
 Ａ６は山村に立地し、市町村が土地･建物
を購入し、近傍で日帰り温泉施設経営の企業
が指定管理者として経営・運営している事例
である。地元高齢者の健康教室、女性体操教
室、伝統芸能イベントの開催など、地域唯一
の宿泊施設として、地域住民の集い・憩いの
場となることを目指し運営されている。 
 Ａ９は都市近傍の大規模温泉街に立地し、
隣接する宿泊施設が、低価格の大手宿泊チェ
ーン参入による周辺施設の疲弊を懸念・購入
し、既存施設と連結し一体的に経営・運営し
ている事例である。既存施設との相互補完的
な利用を実現すると共に、出入口を別とし上
層階にデイサービス機能を付加した。 
 Ａ13 は大都市郊外に立地し、旧施設時代に
利用者でもあった地元に本社のある教育関
連事業を行う企業が、新しいビジネス策定の
拠点と位置付けて購入した。旧施設では、レ
ストラン・スポーツ・文化施設は全てテナン
トであったが、文化・健康をテーマに徐々に
これらを直営に切り替えている。 
 全体として、取得等の経緯や主体は多様で 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

あるが、地域特性を踏まえながら、各主体の
特性を生かした取り組みが行われている。ま
た取得のねらいは、地域の生活環境や企業の
経営環境の維持・防衛、本業との相乗効果や
発展・拡大などが見られた。 
②用途変更（表４） 
 土地・建物所有・経営・運営が全て別主体
に変化した事例である。２例を以下に示す。 
 Ｂ３は地方中核都市近傍の農山村に立地
し、宿泊継続が条件の第１回目入札が不調、
第２回目に医療法人が落札した事例である。
１階レストラン・宴会場のうち後者がクリニ
ック・通所リハビリ・デイサービスに変更、
中間階の客室が有料老人ホームの個室に変
更、最上階の浴場が継続利用されている。医
療法改正による医療法人の業務対象の緩和、
介護保険制度の医師人数の基準緩和が現在
の計画を可能にした。 
 Ｂ６は地方都市の市街地に立地し、隣接す
る大規模病院が機能補完のために取得した。
低層階は人間ドック関連諸室や職員の福利
厚生施設、高層階は緩和ケア病棟として利用
され、ストレッチャーが移動可能なＥＶも増
設された。 
 高齢者福祉や医療施設は、用途変更の対象
として、廊下幅の問題はあるものの、立地特
性や空間構成、法規定面で障害の少ない用途
の一つであろう。しかし、実際は各用途の諸
施策・制度や計画、規制緩和の動向等が新用
途の種類や有効利用の可能性と深く関わっ
ている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ａ 宿泊施設継続 

 Ａ１ Ａ２ Ａ３ Ａ４ Ａ５ Ａ６ Ａ７ 

（旧）施設種 ハイツ＆いこいの

村 

厚生年金福祉施設 ハイツ＆いこいの

村 

厚生年金福祉施設 国 民年金 健康 保

養施設 

労働福祉事業 団

休養所 

政 府管掌 健康保

険保養所 

立地 自然観光地 歴史観光地 自然観光地 自然観光地 自然観光地 自然観光地 自然観光地 

開業年（*1） 1975／2004 1975／運営 2006､所

有 2007､名称 2008 

1978／2008 1975／2008 1991／2008 1980／2002 1988／2006 

土地所有 

（*2）（*3） 

市町村（変化なし） 国＋市町村 

－>市町村 

市町村 

－>個人 

国 

－>民間 

（旅館・ﾎﾃﾙ経営等） 

国 

－>社会福祉法人 

（老健施設経営） 

公的法人 

－>市町村 

国 

－>民間 

（医療福祉経営） 

建物所有 

（*2）（*3） 

特殊法人 

－>市町村 

財団法人 

－>市町村 

特殊法人 

－>市町村 

－>個人 

財団法人 

－>民間 

国 

－>社会福祉法人 

公的法人 

－>市町村 

国 

－>民間 

経 営 

（*2） 

財団法人 

－>民間 

（レストラン運営・

経営等） 

財団法人 

－>市町村 

特殊法人 

－>民間 

（外食産業ソフト会

社の関連会社） 

財団法人 

－>民間 

財団法人 

－>社会福祉法人 

公的法人 

－>第三セクター 

－>民間（旅館・ﾎﾃ

ﾙ経営） 

財団法人 

－>民間 

運 営 

（*2） 

財団法人 

－>民間 

財団法人 

－>社会福祉法人 

（身体･知的障がい

者サービス） 

特殊法人 

－>民間 

財団法人 

－>民間 

財団法人 

－>社会福祉法人 

公的法人 

－>第三セクター 

－>民間（ 〃 ） 

財団法人 

－>民間 

延床（㎡） 5,000 5,000 6,000 8,000 4,000 8,000 不明 

施設概要 

（客室以外の

施設数略） 

【現】客室 26 

浴場（竣工後増築）､ 

ﾚｽﾄﾗﾝ､ 

ﾎｰﾙ､会議室､他 

【現】客室 16 

浴場､ 

ﾚｽﾄﾗﾝ､ 

会議室､健康室､ 

体育館､ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ＆

ﾌｨｯﾄﾈｽ（ 竣 工 後増

築）､他 

【現】客室 27 

浴場､ 

ﾚｽﾄﾗﾝ､ｶﾌｪ､ 

宴会場､会議室､ｶ

ﾗｵｹﾗｳﾝｼﾞ､ 

無農薬水耕栽培ﾌﾟ

ﾗﾝﾄ､他 

【現】客室 31 

浴場､貸切風呂､ 

ﾚｽﾄﾗﾝ､ 

宴会場､会議室､ｶﾗ

ｵｹﾙｰﾑ､ﾅｲﾄﾗｳﾝｼﾞ､ 

卓 球場 ､ 健 康 増 進

室､ﾘﾗｯｸｽﾙｰﾑ､他 

【現】客室 17 

浴場､ 

ﾚｽﾄﾗﾝ､会議室､ 

＜用途変更部＞ 

小 規模多 機能 型

居宅介護（8 室）､

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ（20 名） 

【現】客室 21 

浴場､ 

 

ﾚｽﾄﾗﾝ､ 

宴会場､会議室 

【現】客室 13 

浴場､屋上露天風

呂､ 

ﾚｽﾄﾗﾝ､ 

宴会場､会議室､他 

（*１）／の左が旧施設、右が現施設   （*2）－>の前が旧施設、後が現施設   

（*3）2005 年以降の事例では、所有権が一度（独）年金・健康保険福祉施設整理機構や日本郵政（株）に移行したケースがあるが、手続きや組織変更上の変化であるた 

   め、ここではその前段階の所有者を示した。 

 ※ 上記以外に２事例の訪問面接調査を行ったが、共に民間へ土地・建物所有・経営・運営が変化したが、建築・サービス面では全く変化はなかった。  

表２ ヒアリング調査の対象事例の概要（１） 



 

 

③遊休化・更地（表５） 
 Ｃ１は地方都市の山中に立地し、建物を県
が購入後に市町村が購入し、その市町村が他
と合併した。未利用の理由は、現市町村に類
似施設があること、維持・管理に多額の費用
がかかること、旧市町村時代の取得時に用途
が特定されていることなどである。 
 Ｄ１は中規模温泉地を有する地方都市郊 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

外の山中に立地し、複数の購入の話がまとま
らず、更地の状態で市町村が取得した。その
後、何とか利用したいとの思いから、市町村
や市民グループ等により、細々ではあるが広
大な土地と自然環境の良さを生かした多様
な取り組みが試みられている。 
 このように市町村が所有者となるものの
立地の悪さ等から模索中の事例が見られた。 

 Ａ 宿泊施設継続 

 Ａ８ Ａ９ Ａ１０ Ａ１１ A１２ A１３ 

（旧）施設種 厚生年金福祉施設 政府管掌健康保険保

養所 

国民年金健康保養施

設 

簡易保険加入者福祉

施設 

国民年金健康保養施

設 

サンプラザ&サンパレス 

立地 他（地方都市） 自然観光地 自然観光地 自然観光地 歴史観光地 都市観光地 

開業年（*1） 1994／2008 1987／2005 1991／2008 1978／2007 1980／2008 1979／2005 

土地所有 

（*2）（*3） 

国（？） 

－>社会福祉法人 

（医療福祉経営） 

国 

－>民間 

（旅館・ﾎﾃﾙ経営） 

財団法人 

－>民間 

（旅館・ﾎﾃﾙ経営） 

公的法人 

－>民間 

（旅館・ﾎﾃﾙ経営） 

国（？） 

－>民間 

（旅館・ﾎﾃﾙ経営） 

市町村 

－>民間 

（教育関連経営） 

建物所有 

（*2）（*3） 

国（？） 

－>社会福祉法人 

国 

－>民間（ 〃 ） 

国 

－>民間（ 〃 ） 

公的法人 

－>民間（ 〃 ） 

国（？） 

－>民間（ 〃 ） 

公的法人 

－>民間（ 〃 ） 

経 営 

（*2） 

財団法人 

－>社会福祉法人 

（ 〃 ）、民間（飲食） 

財団法人 

－>民間 

（ 〃 ） 

財団法人 

－>民間 

（ 〃 ） 

公的法人 

－>民間 

（ 〃 ） 

財団法人 

－>民間 

（ 〃 ） 

公的法人 

－>民間 

（ 〃 ） 

運 営 

（*2） 

財団法人 

－>社会福祉法人 

（〃）、民間（〃） 

財団法人 

－>民間 

（ 〃 ） 

財団法人 

－>民間 

（ 〃 ） 

公的法人 

－>民間 

（ 〃 ） 

財団法人 

－>民間 

（ 〃 ） 

財団法人 

－>民間 

（ 〃 ） 

延床（㎡） 10,000 2,000 4,000 3,000 4,000 17,000 

施設概要 

（客室以外の

施設数略） 

【現】客室 43 

浴場 

ﾚｽﾄﾗﾝ､ｶﾌｪ､ﾗｳﾝｼﾞ､

ﾊﾞｰ､ 

宴会場､会議室､結婚

式場､ 

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 

【現】客室 15 

貸切浴場､ 

 

 

宴会場､会議室､ﾃﾞｲｻ

ｰﾋﾞｽ､他 

【現】客室 23 

浴場､露天風呂､ 

 

ﾚｽﾄﾗﾝ､ｶﾌｪ､ 

宴会場､会議室､ 

ｶﾗｵｹﾙｰﾑ､麻雀室､ｹﾞ

ｰﾑｺｰﾅｰ､他 

【現】客室 40 

浴場､露天風呂､ 

ﾚｽﾄﾗﾝ､ 

宴会場､会議室､ｶﾗｵｹ

ﾙｰﾑ､ 

ｵｰﾄｷｬﾝﾌ場､ﾛｯｼﾞ､ﾃﾝ

ﾄﾊｳｽ､無人ﾍﾟﾝｼｮﾝ､他 

【現】客室 11 

浴場､ 

ﾚｽﾄﾗﾝ､ﾗｳﾝｼﾞ､ｸﾗﾌﾞﾗ

ｳﾝｼﾞ､ﾊﾞｰ 

宴会場､結婚式場､ｴｽ

ﾃｻﾛﾝ､ｼｱﾀｰﾙｰﾑ､ﾗｲ

ﾌﾞﾗﾘｰ､茶室､他 

【現】客室 52 

 

 

ﾚｽﾄﾗﾝ､ｶﾌｪ､ 

宴会場､会議室､結婚式

場､ 

ﾎｰﾙ､教室､ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ､

花屋､他 

（*１～3） 表２に同じ  

表３ ヒアリング調査の対象事例の概要（２） 

 Ｂ 用途変更 

 Ｂ１ Ｂ２ Ｂ３ Ｂ４ Ｂ５ Ｂ６ Ｂ７ 

（旧）施設種 国 民健 康保険 健

康管理施設 

厚 生年 金福祉 施

設 

簡易保険加入者福

祉施設 

政府管掌健康保険

保養所 

政府管掌健康保険

保養所 

政府管掌健康保険

保養所 

政府管掌健康保険

保養所 

立地 自然観光地 歴史観光地 歴史観光地 他（地方都市） 他（地方都市） 歴史観光地 自然観光地 

現用途 研修施設 教育施設 高齢者 福祉施 設

等 

高齢者福祉施設等 医療施設 

（病院関連諸室） 

医療施設 

（人間ドッグ､緩和ケ

ア病棟） 

若者自立支援施設 

開業年（*1） 1965／2000 1989／2007 1993／2007 1993／2007 1985／2008 1985／2005 1964／2008 

土地所有 

（*2）（*3） 

市町村 

－>学校法人 

国 

－>学校法人 

公的法人 

－>医療法人 

（医療・福祉経営） 

国 

－>社会福祉法人 

（福祉経営） 

国 

－>社団法人 

（医療・福祉経営） 

国 

－>社団法人 

（医療・福祉経営） 

国 

－>ＮＰＯ法人 

（当施設経営） 

建物所有 

（*2）（*3） 

公的法人 

－>学校法人 

国 

－>学校法人 

公的法人 

－>医療法人 

（ 〃 ） 

国 

－>社会福祉法人 

（ 〃 ） 

国 

－>社団法人 

（ 〃 ） 

国 

－>社団法人 

（ 〃 ） 

国 

－>ＮＰＯ法人 

（ 〃 ） 

経 営 

（*2） 

都道府県 

－>学校法人 

財団法人 

－>学校法人 

公的法人 

－>医療法人 

（ 〃 ） 

財団法人 

－>社会福祉法人 

（ 〃 ） 

財団法人 

－>社団法人 

（ 〃 ） 

公的法人（？） 

－>社団法人 

（ 〃 ） 

財団法人 

－>ＮＰＯ法人 

（ 〃 ） 

運 営 

（*2） 

都道府県 

－>学校法人 

財団法人 

－>学校法人 

公的法人 

－>医療法人 

（ 〃 ） 

財団法人 

－>社会福祉法人 

（ 〃 ） 

財団法人 

－>病院 

公的法人（？） 

－>病院 

財団法人 

－>ＮＰＯ法人 

（ 〃 ） 

延床（㎡） 2,000 9,000－>6,000 6,000 3,000 3,000 3,000 2,000 

施設概要 

（客室以外の

施設数略） 

【旧】客室 28 

浴場､ 

ﾚｽﾄﾗﾝ､ 

宴会場､娯楽室 

 

 

 

【現】宿泊室 28､浴

場､食堂､研修室､

教室 

【旧】客室 27 

浴場､ﾚｽﾄﾗﾝ､ 

宴会場､会議室､結

婚式場､ 

ｱｽﾚﾁｯｸ､体育館､

ﾃﾆｽｺｰﾄ､屋外ｽｹｰ

ﾄ場 

【現】一般教室 24､

特別教室､その他

室､講堂､ﾃﾆｽｺｰﾄ 

【旧】客室 36 

浴場､ﾚｽﾄﾗﾝ､ 

宴会場 

 

 

 

 

【現】有料老人ﾎｰ

ﾑ（個室 35）､浴場､

ﾚｽﾄﾗﾝ､ｸﾘﾆｯｸ､ 

通所ﾘﾊﾋﾞﾘ･浴場､

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ､ 

【旧】客室 17 

浴場､ﾚｽﾄﾗﾝ､ 

会議室､多目的ﾎｰ

ﾙ､ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ 

【現】客室 17（利用

法検討中）､地域包

括支援ｾﾝﾀｰ､児童

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ（障害福

祉）、ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ（通

所介護）、小規模多

機能、 

居宅介護支援 

【旧】客室 38 

ﾚｽﾄﾗﾝ､ 

会議室､多目的ﾎｰ

ﾙ､ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ､料

理実習室 

 

【現】客室 38（一部

を当直室･顧問個室

で利用）､ 

ﾚｽﾄﾗﾝ､売店､ 

職員運動室､ 

職員休憩室､他 

【旧】客室 25 

ﾚｽﾄﾗﾝ､ 

会議室､研修室､多

目的ﾎｰﾙ､ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ

ﾙｰﾑ､談話室､視聴

覚室､他 

【現】病室 24､スタッ

フ室､検査室､体力

測定室､ 

保育室､職員談話

室､ 

宿直室 

【旧】客室 13 

浴場､ﾚｽﾄﾗﾝ､ 

宴会場､娯楽室､ﾄﾚ

ｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ､ 

 

 

【現】職員室､職員

休憩室､寮生室､談

話室､ 

ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞﾙｰﾑ､浴

場､ 

食堂､他 

（*１～3） 表２に同じ  

表４ ヒアリング調査の対象事例の概要（３） 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5)結論 
①調査結果のまとめ 
 所有・経営・運営などの諸主体は、近年公
から民へ急速に移行しつつあるが、耐震設計
基準の問題や施設内容や立地など、有効利用
に対するハードルは低くない。しかし公的宿
泊施設には、収益性を求められる宿泊施設と
共に、公的施設・地域施設としての役割と期
待があり、新たに施設に関わる主体の意識も
高い。今後は建物特性の的確な読み取りや、
立地特性を踏まえたアイデア形成や役割の
再構築が重要課題である。＜郵送調査より＞ 
 一方個別事例からは、立地特性や諸施策・
制度、時代・時期、取得した主体の特性がそ
の後の利用の展開に深く関わることが明ら
かになった。＜ヒアリング調査より＞ 
②公的宿泊施設の有効利用に向けて 
 上記の公的宿泊施設の３つの役割・期待を
見ると、企画･計画時から現在に至る時間軸
の中で、求められる要件は大きく変化してき
た（表６）。今日公的宿泊施設の有効利用で
求められるものは、これらの変化に対応し、
既存建物の利活用を前提とした、利用・経
営・運営面の改善・再編である。 
 また、有効利用の手法には基本的な作法は
あるものの、汎用的な解は存在しない。各事
例の立地・建築の特性、当該地域の主体の存
在やモチベーションとの関係の中における
個別的解を、本研究で得られた知見を参考に
創出する形になるであろう。 
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表５ ヒアリング調査の対象事例の概要（４） 
 Ｃ 遊休化 Ｄ 更地 

 Ｃ１ Ｄ１ Ｄ２ 

（旧）施設

種 

ハイツ＆いこいの

村 

大規模年金保養基

地 

労働福 祉事業 団

休養所 

立地 自然観光地 自然観光地 自然観光地 

開業／閉鎖 

／解体年 

1978／2001／－ 1987／2000／2002 1976／2005／2006 

土地所有 

（*2）（*3） 

県（？） 

－>市町村 

特殊法人 

－>市町村 

市町村 

建物所有 

（*2）（*3） 

特殊法人、県 

－>県 

－>市町村 

特殊法人 

－>市町村 

－>× 

特殊法人 

－>民間 

（産業廃棄物） 

－>× 

経 営 

（*2） 

県（？） 

－>× 

財団法人 

－>市町村 

－>× 

特殊法人（？） 

－>× 

運 営 

（*2） 

財団法人 

－>財団法人 

－>× 

財団法人 

－>市町村 

－>× 

特殊法人（？） 

－>× 

延床（㎡） 4,000 10,000 4,000 

施設概要 

（客室以外

の施設数

略） 

【旧】客室 30 

浴場､ﾚｽﾄﾗﾝ､ｶﾌｪ､ 

宴会場､ﾎｰﾙ､会議

室､ 

ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚｯﾁｯｸ､

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝｺｰｽ､

展望台､他 

【旧】客室 45 

浴場､ﾚｽﾄﾗﾝ､ｶﾌｪ､

ﾊﾟﾌﾞ､宴会場､ﾎｰﾙ､

会議室､ 

BBQ ｶﾞｰﾃﾞﾝ､ﾊﾟﾀｰｺﾞ

ﾙﾌ､ｼﾞｬﾝﾎﾞ滑台､体

育館､ｸﾞﾗﾝﾄﾞ､ｺﾞｰｶｰ

ﾄ､電気自動車､ﾛｰﾗ

ｰｽｹｰﾄ､ﾛｰﾘﾝｸﾞｺｰｽ

ﾀｰ､ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚｯﾁｯ

ｸ､ﾗﾝﾄﾞｶｰ､ｵﾘｴﾝﾃｰ

ｼｮﾝｺｰｽ､ﾐｽﾃﾘｰﾊﾟｯﾄ

ｺﾞﾙﾌ､他 

【旧】客室 19 

浴場､ 

ﾚｽﾄﾗﾝ､ﾊﾟﾌﾞ､ 

宴会場､会議室 

 

（*１～3） 表２に同じ。  

表６ 公的宿泊施設の３つの役割・期待と求められる

要件の変化 
 企画・計画段階 当初運営段階 小泉行革以降 

1)公的施設 公共・公益性、 

民業圧迫回避（客室

数）､開発条件優遇､

施設種ごとの基準 

民業圧迫回避 

（広告宣伝） 

公的使命の終わり 

（民間施設の充実） 

2)宿泊施設 立地、規模、 

施設構成 

安価な宿提供、 

利益を出さない 

所有・経営の民間移

行、健全経営 

3)地域施設 地域振興（誘致） 雇用確保 後利用に対し地域

ニーズ反映 

  


